
ＷＴＯ農業委員会特別会合の結果概要 
 

平成１８年４月 
                               農 林 水 産 省 

 
Ⅰ．日時・場所 
 ４月１８日（火）～２１日（金） 於：スイス・ジュネーブ 
 
Ⅱ．我が国からの出席者 
 木下農林水産審議官、村上特別補佐官、吉村国際部長、大杉国際貿易機関室長ほか 
 
Ⅲ．議論の概要 

１．非公式全体会合 
（１）食料援助等 
  食料援助に関しては、「セーフボックス」となる緊急食料援助の発動基準について、Ｅ

Ｕ、ブラジル等が国連機関等のマルチのアピールがある場合に限定すべきと主張し、ス

イス、カナダ、豪州もその例外を厳しく制限すべきと主張したのに対して、米国、台湾、

インド、ケニア等は、二国間、ＮＧＯの要請を含め広く認められるべき旨、また、我が

国は、国際的又は地域的な国際機関の要請を含めるとともに緊急事態を正確に把握でき

る被援助国の役割を考慮すべき旨主張。 
  食料援助の規律については、現金化禁止を主張するＥＵ、ニュージーランド、タイと、

輸送費等に使う場合、一定の基準に従う場合に現金化が認められるべきとする我が国、

米国等が対立。また、再輸出禁止を主張するＥＵ、インド、タイと、国際機関の関与の

下で再輸出可能とすべきとする米国等が対立。緊急食料援助については、多くの国が無

償を主張する中で、我が国から、例外的に大規模災害等の際に有償の形態の余地を残す

べき旨発言。加えて、枠組み合意パラ２６の「食料援助、商業的輸出信用又は優遇され

た国際金融措置で十分にカバーされない例外的状況」においては、有償の食料援助も認

められるべき旨主張。 
 
（２）輸出国貿 
  輸出国貿に関しては、農産物輸出についての特別な権利の付与という現行の定義につ

いて、関割への優先的アクセスのような独占禁止法例外の地位等にまで広げることを主

張するＥＵと、これに反対するカナダ、豪州、ニュージーランドが対立。 
  また、輸出独占の撤廃を求める米国、ＥＵ等と、これに反対するカナダ、豪州、ニュ

ージーランドが対立。我が国からは、輸出独占の使用を通じた二重価格、価格プール制

に対する規律強化等を主張。 
 
（３）輸出補助金の削減スケジュール 
  輸出補助金の削減スケジュールに関しては、ニュージーランド、豪州、アルゼンチン

等が、数量と価格ベースで実施すべきと主張し、これに対して、ＥＵが、仮にそうする



のであれば食料援助、輸出国貿についても同じ方法で削減すべきと反論。 
 
（４）青の政策 
  青の政策の全体の上限についての農業総生産額の２．５％への引下げに関しては、実

施期間の開始年に２．５％とし、実施期間中に更に引き下げるべきとするブラジル、イ

ンド、豪州、カナダ等と、実施期間の開始年から２．５％とすることはできないとする

ＥＵ、Ｇ１０が対立。 
  青の政策の品目別上限に関しては、カナダ、アルゼンチン等がその必要性を主張。 
  特定品目への集中防止のアプローチに関し、ブラジル等が、旧青の政策についても同

等に規律すべき旨、このアプローチがうまくいかないときのために価格差補填の制限の

提案も維持している旨発言。Ｇ１０は、旧青の政策には生産制限要件があり、新青の政

策にはそれと同等の規律が必要である旨主張。米国は、規律作成に向けた議論にオープ

ンである旨発言。 
 
（５）緑の政策 
 緑の政策の「生産に関連しない収入支持」の類型の一つの要件として支払の基準を

fixed and unchanging （一度決めたものは変更できない）とすべきとするＧ２０、カ

ナダ、豪州等の主張に対して、ＥＵ、Ｇ１０は、現行の要件を変更する必要性は感じら

れない旨発言し、米国は、新たにプログラムに参加する農業生産者のための柔軟性等の

必要性を指摘。 
 
２．少数国専門家会合 
（１）熱帯産品 
  熱帯産品に関しては、枠組み合意パラ４３の「完全な（fullest）自由化」を根拠に先

進国によるＭＦＮ（最恵国待遇）ベースの無税無枠や重要品目指定の対象外を主張する、

エクアドル、コスタリカ、コロンビア、ペルー、パナマ等の熱帯産品グループと、これ

に反対するＥＵが対立。Ｇ２０は熱帯産品グループを支持。 
 
（２）タリフエスカレーション 
  タリフエスカレーション（加工度が高くなるほど関税率が高くなること）への対処の

候補となり得る品目、扱いに関するカナダ提案が提示。ブラジルが、タリフエスカレー

ションが大きく生じる品目のリストを作るべき旨、Ｓ＆Ｄが必要である旨発言。アルゼ

ンチンが、タリフエスカレーションには別のフォーミュラを作って対応すべき旨発言。 
 
（３）関税簡素化 
  Ｇ２０が、関税簡素化を強く支持し、混合税その他の複雑な関税は簡素化されるべき

旨主張。これに対し、ＥＵは、従量税は排除されない旨、混合税その他の複雑な関税に

ついては簡素化する用意がある旨発言。 


